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標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信 の 標 準 方 式 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

○ 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 等 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 関 す る 送 信 の 標 準 方 式 （ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 令 第 八 十 七 号 ）      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 
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を 用 い て 行 う 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の う ち デ ジ タ ル 放 送 及 び 高
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を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 

第 一 節 九 九 MH
z

を 超 え 一 〇 八 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 地 上

基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち セ グ メ ン

ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の （ 第 二 十 四 条 の 二 ― 第 二 十 四 条 の
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地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ ル チ メ

デ ィ ア 放 送 の う ち セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の （ 第 二

十 五 条 ― 第 三 十 二 条 ） 
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z
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地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち セ グ

メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の （ 第 二 十 五 条 ― 第 三 十 二 条 ） 

 

第 二 節 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち 選 択

帯 域 伝 送 方 式 に よ る も の （ 第 三 十 三 条 ― 第 四 十 八 条 ） 
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（ 適 用 の 範 囲 ） （ 適 用 の 範 囲 ） 

第 九 条 こ の 章 の 規 定 は 、 地 上 基 幹 放 送 局 （ 地 上 基 幹 放 送 試 験 局 及 び 地 上

基 幹 放 送 を 行 う た め の 実 用 化 試 験 局 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い て 行 う 超

短 波 放 送 の う ち デ ジ タ ル 放 送 （ 第 四 章 に 定 め る 放 送 を 除 く 。 ） に 適 用 が あ

る も の と す る 。 

第 九 条 こ の 章 の 規 定 は 、 地 上 基 幹 放 送 局 （ 地 上 基 幹 放 送 試 験 局 及 び 地 上

基 幹 放 送 を 行 う た め の 実 用 化 試 験 局 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い て 行 う 超

短 波 放 送 の う ち デ ジ タ ル 放 送 に 適 用 が あ る も の と す る 。 

  

第 十 条 ～ 第 十 七 条 （ 略 ） 第 十 条 ～ 第 十 七 条 （ 略 ） 

  

第 三 章 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う も の を 除

く 。 ） を 用 い て 行 う 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の う ち デ ジ タ ル 放

送 及 び 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 
 

第 三 章 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う 標 準 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の う ち

デ ジ タ ル 放 送 及 び 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 

第 十 八 条 こ の 章 の 規 定 は 、 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を

行 う も の を 除 く 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） を 用 い て 行 う 標 準 テ レ ビ ジ

ョ ン 放 送 の う ち デ ジ タ ル 放 送 及 び 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 適 用 が あ

る も の と す る 。 
 

第 十 八 条 こ の 章 の 規 定 は 、 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う 標 準 テ レ ビ ジ ョ

ン 放 送 の う ち デ ジ タ ル 放 送 及 び 高 精 細 度 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 適 用 が あ る

も の と す る 。 

 

 

第 十 九 条 ～ 第 二 十 四 条 （ 略 ） 第 十 九 条 ～ 第 二 十 四 条 （ 略 ） 

  

第 四 章 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う も の に 限

る 。 ） を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ ル チ メ デ ィ ア 放

送 

   第 四 章 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 

  

第 一 節 九 九 MH
z

を 超 え 一 〇 八 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち

セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の 

 

  

（ 適 用 の 範 囲 ） 

第 二 十 四 条 の 二 こ の 節 の 規 定 は 、 九 九 MH
z

を 超 え 一 〇 八 MH
z

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う も の
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に 限 る 。 ） を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方

式 に よ る も の に 適 用 が あ る も の と す る 。 

 

 （ 多 重 化 ） 

第 二 十 四 条 の 三 符 号 化 信 号 は 、 第 三 条 第 一 項 に 規 定 さ れ る も の の ほ か 、

次 に 掲 げ る 伝 送 方 法 に よ る も の と す る 。 

一 パ ケ ッ ト に よ り 多 重 す る こ と 。 

二 任 意 の 長 さ で グ ル ー プ 化 し 、 そ の 構 成 は 、 別 表 第 二 十 二 号 に 示 す Ｉ

Ｐ パ ケ ッ ト 又 は Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト を 圧 縮 し た も の （ 以 下 「 Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト 等 」

と い う 。 ） に よ る こ と 。 

三 Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト 等 に よ る 情 報 は 、 別 表 第 二 十 三 号 に 示 す Ｕ Ｌ Ｅ パ ケ ッ

ト に よ り 伝 送 す る こ と 。 

四 Ｕ Ｌ Ｅ パ ケ ッ ト に よ る 情 報 は 、 Ｔ Ｓ パ ケ ッ ト に よ り 伝 送 す る こ と 。

２ Ｔ Ｓ パ ケ ッ ト に よ り 伝 送 さ れ る 符 号 化 信 号 の 伝 送 制 御 は 、 第 三 条 第 二

項 に 規 定 す る 伝 送 制 御 信 号 の ほ か 、 Ａ Ｍ Ｔ （ 放 送 番 組 番 号 を 識 別 す る サ

ー ビ ス 識 別 子 及 び Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト 等 を 関 連 付 け る 伝 送 制 御 信 号 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

３ Ａ Ｍ Ｔ の 構 成 は 、 セ ク シ ョ ン 形 式 に よ る も の と す る 。 

４ Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト 及 び Ｕ Ｌ Ｅ パ ケ ッ ト の 送 出 手 順 並 び に Ａ Ｍ Ｔ の 構 成 に つ

い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る も の と す る 。 

 

   

 （ 伝 送 主 シ ン ボ ル ）  
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第 二 十 四 条 の 四 伝 送 主 シ ン ボ ル は 、 階 層 （ 第 十 二 条 に 規 定 す る 階 層 を い

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） ご と に 分 割 さ れ た 伝 送 主 信 号 に つ い て 、

そ れ ぞ れ 四 相 位 相 変 調 又 は 十 六 値 直 交 振 幅 変 調 の た め の キ ャ リ ア 変 調 マ

ッ ピ ン グ を 行 っ て 生 成 さ れ た シ ン ボ ル と し 、 階 層 合 成 、 時 間 イ ン タ ー リ

ー ブ 及 び 周 波 数 イ ン タ ー リ ー ブ に よ り デ ー タ セ グ メ ン ト を 構 成 す る も の

と す る 。 

 

 

 （ 映 像 信 号 の 符 号 化 ） 

第 二 十 四 条 の 五 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 符 号 化 は 、

画 面 内 予 測 符 号 化 方 式 、 動 き 補 償 予 測 符 号 化 方 式 、 整 数 変 換 方 式 及 び エ

ン ト ロ ピ ー 符 号 化 方 式 を 組 み 合 わ せ た も の と し 、 そ の 映 像 の 圧 縮 手 順 及

び 送 出 手 順 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る も の と す

る 。 

２ 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 符 号 化 は 、 別 表 第 二 十 六

号 に 示 す 最 大 フ レ ー ム 周 波 数 、 画 面 の 横 と 縦 の 比 並 び に 映 像 の 輝 度 信 号

及 び 色 差 信 号 の 画 素 数 の と お り 行 う も の と す る 。 

３ 第 四 条 第 一 項 の 規 定 は 、 第 二 十 四 条 の 二 に 規 定 す る マ ル チ メ デ ィ ア 放

送 に は 適 用 し な い 。 
 

 

 （ 映 像 信 号 ） 

第 二 十 四 条 の 六 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の は 、 輝 度 信 号

及 び 色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 別 表 第 六 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 に よ る

も の と す る 。 

２ 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 輝 度 信 号 及 び 色 差 信 号 の
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標 本 値 は 、 八 桁 の 二 進 数 字 に よ っ て 量 子 化 を 行 う も の と す る 。 

 

 （ 準 用 規 定 ） 

第 二 十 四 条 の 七 第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 三 条 か ら 第 十

五 条 ま で 、 第 十 七 条 並 び に 第 二 十 二 条 の 規 定 は 、 第 二 十 四 条 の 二 に 規 定

す る マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十

二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 セ グ メ ン ト 番 号 ０ 」 と あ る の は 、 「 一 セ グ メ ン

ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 又 は 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム の

セ グ メ ン ト 番 号 ０ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

 
第 二 節 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び

マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ

る も の 

 

第 一 節 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の

う ち セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の 

 （ 適 用 の 範 囲 ） 

第 二 十 五 条 こ の 節 の 規 定 は 、 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る 地 上 基 幹 放 送 局 （ 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う も の に

限 る 。 第 三 十 三 条 に お い て 同 じ 。 ） を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ

ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の に 適 用 が あ

る も の と す る 。 
 

 （ 適 用 の 範 囲 ） 

第 二 十 五 条 こ の 節 の 規 定 は 、 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 （ 移 動

受 信 用 地 上 基 幹 放 送 に 限 る 。 以 下 こ の 章 に お い て 「 マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 」

と い う 。 ） の う ち セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 方 式 に よ る も の （ 以 下 「 セ グ メ ン ト

連 結 伝 送 放 送 」 と い う 。 ） に 適 用 が あ る も の と す る 。 
 

第 二 十 六 条 （ 略 ） 第 二 十 六 条 （ 略 ） 
 

（ 多 重 化 ） （ 多 重 化 ） 
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第 二 十 七 条 符 号 化 信 号 は 、 第 三 条 第 一 項 に 規 定 さ れ る も の の ほ か 次 の 各

号 に よ り 伝 送 す る も の と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 符 号 化 信 号 は 、 任 意 の 長 さ で グ ル ー プ 化 し 、 そ の 構 成 は 、 Ｉ Ｐ パ ケ

ッ ト 等 に よ る も の と す る 。 
 

三 ・ 四 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 

第 二 十 七 条 符 号 化 信 号 は 、 第 三 条 第 一 項 に 規 定 さ れ る も の の ほ か 次 の 各

号 に よ り 伝 送 す る も の と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 符 号 化 信 号 は 、 任 意 の 長 さ で グ ル ー プ 化 し 、 そ の 構 成 は 、 別 表 第 二

十 二 号 に 示 す Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト 又 は Ｉ Ｐ パ ケ ッ ト を 圧 縮 し た も の （ 以 下 「 Ｉ

Ｐ パ ケ ッ ト 等 」 と い う 。 ） に よ る も の と す る 。 

三 ・ 四 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 
 

（ 搬 送 波 の 変 調 等 ） 

第 二 十 八 条 搬 送 波 を 変 調 す る 信 号 は 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 定 め る シ ン ボ

ル か ら 成 る 十 三 個 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ セ グ メ ン ト （ 以 下 こ の 節 、 別 表 第 九 号 、 別

表 第 十 号 、 別 表 第 十 四 号 、 別 表 第 十 五 号 、 別 表 第 二 十 四 号 及 び 別 表 第 二

十 五 号 に お い て 「 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 」 と い う 。 ） 又

は 一 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム と 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ

Ｍ フ レ ー ム を 連 結 し た も の （ 以 下 こ の 節 及 び 別 表 第 二 十 五 号 に お い て 「 連

結 し た Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 」 と い う 。 ） を 逆 高 速 フ ー リ エ 変 換 し 、 別 表 第 五

号 に 示 す ガ ー ド イ ン タ ー バ ル の 付 加 を 行 っ た 信 号 と し 、 別 表 第 二 十 四 号

に 掲 げ る 方 程 式 に よ る も の と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 
 

（ 搬 送 波 の 変 調 等 ） 

第 二 十 八 条 搬 送 波 を 変 調 す る 信 号 は 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 定 め る シ ン ボ

ル か ら 成 る 十 三 個 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ セ グ メ ン ト （ 以 下 こ の 節 、 別 表 第 十 五 号 、

別 表 第 二 十 四 号 及 び 別 表 第 二 十 五 号 に お い て 「 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ

Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 」 と い う 。 ） 又 は 一 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム と

十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム を 連 結 し た も の （ 以 下 こ の 節 及

び 別 表 第 二 十 五 号 に お い て 「 連 結 し た Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 」 と い う 。 ） を 逆

高 速 フ ー リ エ 変 換 し 、 別 表 第 五 号 に 示 す ガ ー ド イ ン タ ー バ ル の 付 加 を 行

っ た 信 号 と し 、 別 表 第 二 十 四 号 に 掲 げ る 方 程 式 に よ る も の と す る 。 
 

一 ～ 五 （ 略 ） 
２ ～ ４ （ 略 ） 

 

第 二 十 九 条 （ 略 ） 
 

第 二 十 九 条 （ 略 ） 
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（ 適 用 除 外 ） 

第 三 十 条 第 四 条 第 一 項 の 規 定 は 、 第 二 十 五 条 に 規 定 す る テ レ ビ ジ ョ ン 放

送 及 び マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 に は 適 用 し な い 。 
 

（ 映 像 信 号 の 符 号 化 ） 

第 三 十 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 符 号 化 は 、 画 面 内

予 測 符 号 化 方 式 、 動 き 補 償 予 測 符 号 化 方 式 、 整 数 変 換 方 式 及 び エ ン ト ロ

ピ ー 符 号 化 方 式 を 組 み 合 わ せ た も の と し 、 そ の 映 像 の 圧 縮 手 順 及 び 送 出

手 順 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る も の と す る 。 

 ２ 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 符 号 化 は 、 別 表 第 二 十 六

号 に 示 す 最 大 フ レ ー ム 周 波 数 、 画 面 の 横 と 縦 の 比 並 び に 映 像 の 輝 度 信 号

及 び 色 差 信 号 の 画 素 数 の と お り 行 う も の と す る 。 

３ 第 四 条 第 一 項 の 規 定 は セ グ メ ン ト 連 結 伝 送 放 送 に は 適 用 し な い 。 
 

  
 

第 三 十 一 条 削 除 

（ 映 像 信 号 等 ） 

第 三 十 一 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の は 、 輝 度 信 号 及 び

色 差 信 号 か ら 成 る も の と し 、 別 表 第 六 十 九 号 に 掲 げ る 方 程 式 に よ る も の

と す る 。 

２ 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 輝 度 信 号 及 び 色 差 信 号 の

標 本 値 は 、 八 桁 の 二 進 数 字 に よ っ て 量 子 化 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 準 用 規 定 ） （ 準 用 規 定 ） 
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第 三 十 二 条 第 十 一 条 第 二 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 、 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十

三 条 か ら 第 十 五 条 ま で 、 第 十 七 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項

及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 四 条 の 六 の 規 定 は 、 第 二 十 五 条 に 規 定 す る テ レ

ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 第 二 十 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 セ グ メ ン ト 番 号 ０ 」 と あ る の は 、

「 一 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 又 は 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ

Ｄ Ｍ フ レ ー ム の セ グ メ ン ト 番 号 ０ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 三 十 二 条 第 十 一 条 第 二 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 、 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十

三 条 か ら 第 十 五 条 ま で 、 第 十 七 条 並 び に 第 二 十 二 条 の 規 定 は 、 セ グ メ ン

ト 連 結 伝 送 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 二 条 第 二

項 及 び 第 三 項 中 「 セ グ メ ン ト 番 号 ０ 」 と あ る の は 「 一 セ グ メ ン ト 形 式 の

Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム 又 は 十 三 セ グ メ ン ト 形 式 の Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ フ レ ー ム の セ グ メ

ン ト 番 号 ０ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

  

第 三 節 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る 地 上 基 幹 放 送 局 の 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ ル チ

メ デ ィ ア 放 送 の う ち 選 択 帯 域 伝 送 方 式 に よ る も の 

第 二 節 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る 地 上 基 幹 放 送 局 の 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち 選

択 帯 域 伝 送 方 式 に よ る も の 

（ 適 用 の 範 囲 ）  （ 適 用 の 範 囲 ） 

第 三 十 三 条 こ の 節 の 規 定 は 、 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 及 び マ ル

チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち 選 択 帯 域 伝 送 方 式 に よ る も の （ 以 下 「 選 択 帯 域 伝

送 放 送 」 と い う 。 ） に 適 用 が あ る も の と す る 。 
 

第 三 十 三 条 こ の 節 の 規 定 は 、 二 〇 七 ・ 五 MH
z

以 上 二 二 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る 地 上 基 幹 放 送 局 を 用 い て 行 う マ ル チ メ デ ィ ア 放 送 の う ち

選 択 帯 域 伝 送 方 式 に よ る も の （ 以 下 「 選 択 帯 域 伝 送 放 送 」 と い う 。 ） に 適

用 が あ る も の と す る 。 
 

第 三 十 四 条 ～ 第 四 十 七 条 （ 略 ） 第 三 十 四 条 ～ 第 四 十 七 条 （ 略 ） 

 

 （ 準 用 規 定 ） 

第 四 十 八 条 第 十 一 条 第 六 項 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第

二 十 四 条 の 六 は 、 選 択 帯 域 伝 送 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 四 条 の 六 中 「 Ｐ Ｅ Ｓ

パ ケ ッ ト 」 と あ る の は 、 「 同 期 パ ケ ッ ト 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
 

 （ 準 用 規 定 ） 
第 四 十 八 条 第 十 一 条 第 六 項 、 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 三 十 一

条 は 、 選 択 帯 域 伝 送 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 三 十

条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 三 十 一 条 中 「 Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト 」 と あ る の は

「 同 期 パ ケ ッ ト 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
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第 四 十 九 条 ～ 第 六 十 五 条 （ 略 ） 

 

第 四 十 九 条 ～ 第 六 十 五 条 （ 略 ） 

 

（ 準 用 規 定 ） 

第 六 十 六 条 第 十 七 条 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 及 び 第 五 十 一 条 の 規 定 は 、

高 度 広 帯 域 伝 送 デ ジ タ ル 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 
 

（ 準 用 規 定 ） 

第 六 十 六 条 第 十 七 条 、 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 五 十 一 条 の 規 定 は 、 高 度 広

帯 域 伝 送 デ ジ タ ル 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 
 

第 六 十 七 条 ～ 第 八 十 条 （ 略 ） 

 

第 六 十 七 条 ～ 第 八 十 条 （ 略 ） 

 

（ 映 像 信 号 の 符 号 化 ） 

第 八 十 一 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 符 号 化 は 、 第 四

条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 を 準 用 す る も の

と す る 。 
 

（ 映 像 信 号 の 符 号 化 ） 

第 八 十 一 条 映 像 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト に よ る も の の 符 号 化 は 、 第 四

条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 を 準 用 す る も の と す る 。 
 

第 八 十 二 条 ～ 第 八 十 三 条 （ 略 ） 

 

第 八 十 二 条 ～ 第 八 十 三 条 （ 略 ） 

 

 

第 八 十 四 条 第 十 七 条 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 及 び 第 五 十 一 条 並 び に 第 五

十 八 条 か ら 第 六 十 五 条 ま で の 規 定 は 、 高 度 広 帯 域 伝 送 デ ジ タ ル 放 送 に つ

い て 準 用 す る 。 
 

第 八 十 四 条 第 十 七 条 、 第 三 十 条 第 一 項 及 び 第 五 十 一 条 並 び に 第 五 十 八 条

か ら 第 六 十 五 条 ま で の 規 定 は 、 高 度 広 帯 域 伝 送 デ ジ タ ル 放 送 に つ い て 準

用 す る 。 
 

第 八 十 五 条 （ 略 ） 第 八 十 五 条 （ 略 ） 
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別表第一号～別表第四号 （略） 

 

別表第一号～別表第四号 （略） 

 

別表第五号 ガードインターバルの付加（第11条第１項、第20条第１項及

び第28条第１項関係） 

 （略表） 

 注 有効シンボルは、別表第六号、別表第十六号又は別表第二十四号に

示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。 

 

別表第五号 ガードインターバルの付加（第11条第１項、第20条第１項及

び第28条第１項関係） 

 （略表） 

 注 有効シンボルは、別表第六号又は別表第十六号に示す有効シンボル

期間長に対応する出力データとする。 

 

別表第六号～別表第八号 （略） 
 

別表第六号～別表第八号 （略） 
 

別表第九号 搬送波を変調する信号の通信速度（第11条第７項関係） 

搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。 
B＝C／Ts 

Ts：別表第六号、別表第十六号又は別表第二十四号に示すシンボル期

間長 

C：以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボ

ル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数 

（略表） 

伝送主シンボルが差動変調によるＯＦＤＭセグメント数：nd 

伝送主シンボルが同期変調によるＯＦＤＭセグメント数：ns 

（（nd＋ns＝Ｎ）ただし、Ｎは、1セグメント形式のＯＦＤＭフレームの

場合は１、３セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は３、13 セグメ

ント形式のＯＦＤＭフレーム及び第 20 条に規定するＯＦＤＭフレーム

の場合は 13 とする。） 

 

別表第九号 搬送波を変調する信号の通信速度（第11条第７項関係） 
搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。 
B＝C／Ts 

Ts：別表第六号又は別表第十六号に示すシンボル期間長 

 

C：以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボ

ル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数 

（略表） 

伝送主シンボルが差動変調によるＯＦＤＭセグメント数：nd 

伝送主シンボルが同期変調によるＯＦＤＭセグメント数：ns 

（（nd＋ns＝Ｎ）ただし、Ｎは地上基幹放送局を用いて行う超短波放送

のうちデジタル放送については、１セグメント形式のＯＦＤＭフレーム

の場合は１、３セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は３とし、地

上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及

び高精細度テレビジョン放送については13、セグメント連結伝送放送に
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ついては、１セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は１、13セグメ

ント形式のＯＦＤＭフレームの場合は13とする。） 

別表第十号 データセグメントの送出手順（第12条第２項関係） 

 （略図） 

別記１ （略） 

別表第十号 データセグメントの送出手順（第12条第２項関係） 

 （略図） 

別記１ （略） 

別記２ 階層合成 

キャリア変調マッピング後に各階層のシンボルを合成し、速度変換を

行った上で、データセグメントを送出する。 

（略図） 

注１ （略） 

２ １セグメント型式のＯＦＤＭフレームの場合はＮs1＝１、Ｎs2＝

０及びＮs3＝０、３セグメント形式のＯＦＤＭフレームの場合は

Ｎs1＝１、Ｎs2＝２及びＮs3＝０、13 セグメント形式のＯＦＤＭフ

レーム及び第 20条に規定するＯＦＤＭフレームの場合はＮs1＋Ｎ

s2＋Ｎs3＝13 とする。 

 

別記２ 階層合成 

キャリア変調マッピング後に各階層のシンボルを合成し、速度変換を

行った上で、データセグメントを送出する。 

（略図） 

注１ （略） 

２ 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送に

ついては、１セグメント型式のＯＦＤＭフレームの場合はＮs1＝

１、Ｎs2＝０及びＮs3＝０、３セグメント形式のＯＦＤＭフレーム

の場合はＮs1＝１、Ｎs2＝２及びＮs3＝０とし、地上基幹放送局を

用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細

度テレビジョン放送についてはＮs1＋Ｎs2＋Ｎs3＝13、セグメント

連結伝送放送については、１セグメント形式のＯＦＤＭフレーム

の場合はＮs1＝１、Ｎs2＝０及びＮs3＝０、13 セグメント形式のＯ

ＦＤＭフレームの場合はＮs1＋Ｎs2＋Ｎs3＝13 とする。 

 

別表第十一号～別表第十三号 （略） 

 

別表第十一号～別表第十三号 （略） 

 

別表第十四号 ＳＰシンボル及びＣＰシンボルの構成（第14条第１項関係）

ＳＰ信号及びＣＰ信号用の11次の電力拡散信号（ｘ11＋ｘ９＋１）は、下

図に示す発生器により、全てのレジスタについて１を初期値としてセット

し、ＯＦＤＭフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ご

とに順次連続して発生させるものとし、出力ビットＷｉに対し２相位相変

調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。 
（略図） 

注１ 各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。 

別表第十四号 ＳＰシンボル及びＣＰシンボルの構成（第14条第１項関係） 

ＳＰ信号及びＣＰ信号用の11次の電力拡散信号（ｘ11＋ｘ９＋１）は、下

図に示す発生器により、全てのレジスタについて１を初期値としてセット

し、ＯＦＤＭフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ご

とに順次連続して発生させるものとし、出力ビットＷｉに対し２相位相変

調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。 

（略図） 

注１ 各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。 
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(1) １セグメント形式のＯＦＤＭフレーム及び３セグメント形式

のＯＦＤＭフレームによるもの 

（略表） 

 

(2) 13セグメント形式のＯＦＤＭフレーム及び第20条に規定する

ＯＦＤＭフレームによるもの 
 
 
（略表） 

２・３ （略） 

 

(1) 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送

及びセグメント連結伝送放送であって１セグメント形式のＯＦ

ＤＭフレームによるもの 

（略表） 

(2) 地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデ

ジタル放送及び高精細度テレビジョン放送及びセグメント連結

伝送放送であって13セグメント形式のＯＦＤＭフレームによる

もの 

（略表） 

２・３ （略） 

 

別表第十五号 伝送主信号の構成及び送出手順等（第15条第１項関係） 

１ １多重フレームに含まれるＴＳパケット数 

 （略表） 

注 １セグメント形式は１セグメント形式のＯＦＤＭフレームによる

ものを、３セグメント形式は３セグメント形式のＯＦＤＭフレーム

によるものを、13セグメント形式は13セグメント形式のＯＦＤＭフ

レーム及び第20条に規定するＯＦＤＭフレームによるものを表す。

 

 

 

 

 

２ 伝送主信号の構成及び送出手順 

（略図） 

注１ （略） 

２ 階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び

誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、ＴＳパケット

の同期バイトの次のバイトから次のＴＳパケットの同期バイトま

での２０４バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は

１セグメント形式のＯＦＤＭフレームについては１、３セグメン

別表第十五号 伝送主信号の構成及び送出手順等（第15条第１項関係） 

１ １多重フレームに含まれるＴＳパケット数 

 （略表） 

注 １セグメント形式は地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のう

ちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送であって１セグメン

ト形式のＯＦＤＭフレームによるものを、３セグメント形式は地上

基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送であって

３セグメント形式のＯＦＤＭフレームによるものを、13セグメント

形式は地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうち

デジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結

伝送放送であって13セグメント形式のＯＦＤＭフレームによるも

のを表す。 

２ 伝送主信号の構成及び送出手順 

（略図） 

注１ （略） 

２ 階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び

誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、ＴＳパケット

の同期バイトの次のバイトから次のＴＳパケットの同期バイトま

での２０４バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は

地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送又は



 

13
 

ト形式のＯＦＤＭフレームについては２とし、13セグメント形式

のＯＦＤＭフレーム及び第20条に規定するＯＦＤＭフレームにつ

いては３とする。 

 

 

 

 

３～５ （略） 

別記１・２ （略） 

 

セグメント連結伝送放送における、１セグメント形式のＯＦＤＭ

フレームについては１、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送

のうちデジタル放送における３セグメント形式のＯＦＤＭフレー

ムについては２とし、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジ

ョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又は

セグメント連結伝送放送における13セグメント形式のＯＦＤＭフ

レームについては３とする。 

３～５ （略） 

別記１・２ （略） 

 

別表第十六号～別表二十一号 （略） 

 

別表第十六号～別表第二十一号 （略） 

別表第二十二号 ＩＰパケットの構成（第 24 条の３第１項第２号関係） 

 １・２ （略） 

 

別表第二十二号 ＩＰパケットの構成（第 27 条第１項第２号関係） 

 １・２ （略） 

別表第二十三号 ＵＬＥパケットの構成（第 24 条の３第１項第３号及び第

27 条第 1項第 3号関係） 

 （略図） 

 

別表第二十三号 ＵＬＥパケットの構成（第 27 条第１項第３号関係） 

 

 （略図） 

別表第二十四号・別表第二十五号 （略） 

 

別表第二十四号・別表第二十五号 （略） 

 

別表第二十六号 映像信号の符号化パラメータ（第24条の５第２項関係）

 （略表） 
 

別表第二十六号 映像信号の符号化パラメータ（第30条第２項関係） 
 （略表） 

別表第二十七号～別表第六十八号 （略） 

 
別表第二十七号～別表第六十八号 （略） 

 
別表第六十九号 輝度信号及び色差信号の方程式（第24条の６第１項及び 別表第六十九号 輝度信号及び色差信号の方程式（第31条第１項及び第63
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第63条第１項関係） 

 式 （略） 
 

条第１項関係） 

 式 （略） 
 

別表第七十号 （略） 

 

別表第七十号 （略） 

 

  

  

 


